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6 月議会のお知らせ
問 議会事務局　☎９２－６５４３

　基山町議会６月議会は、休日しか傍聴できない方も都合がつくように、下表の会期日程（予定）で開催します。
会期中は、どの日でも傍聴できます（傍聴にお越しの際は、新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いします）。
　議場は、役場４階です。

日 曜日 開始時間 区分 内容 場所

3 金 午前９時 30 分 本会議 会期を決定します。町長が議案の提案理由を説明します。 議場

4 土
午前９時 本会議 《一般質問》

議員が町政に関する質問を行います。（一人 60 分以内） 議場
5 日

6 月 午前９時 30 分 本会議 議案審議（議案内容について町長に質問します。）
委員会付託（委員会で審査するように決めます。） 議場

7 火 午前 9 時 30 分 委員会 付託を受けた議案を審査します。（厚生産業常任委員会） 委員会室

8 水 午前９時 30 分 委員会 付託を受けた議案を審査します。（総務文教常任委員会） 委員会室

9 木 午前９時 30 分 委員会 常任委員会での審査の結果を集約します。 委員会室

10 金 午前９時 30 分 本会議 常任委員会の審査結果を委員長が報告します。
議案について討論・採決を行います。 議場

令和 4 年６月議会　会期日程（予定） ※日程等は、状況により変更することがあります。

休日議会を行います

※議場の傍聴席は、庁舎１階と４階ロビーのモニター放映、及びインターネット録画配信の映像に映る場合があ
りますので、ご了承ください。

基山町消防団　部長の紹介
地域防災
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令和４年度の基山町消防団各部の部長を紹介します。
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区長・区長代理の紹介
自治体と地域の橋渡し

総務課　行政係　☎９２－７９１５

４月から就任された区長と区長代理を紹介します。（敬称略）
　２年間の任期で、町と地域住民の方との連携事務をお世話していただきます。

1 区
天野　英敏

２区
長野　辰己

３区
原　則幸

４区
藤田　繁美

５区
平野　勉

６区
梁井　正義

13 区
神﨑　重和

14 区
尾石　清孝

15 区
行天　強

16 区
埜口　益美

17 区
真島　一英

区 区長 区長代理
１ 天野 英敏 （鎮西隈） 大場 靖典 （三ヶ敷西）

２ 長野 辰己 （黒目牛） 安永 秀文 （鈴町）

３ 原 則幸 （千塔） 上田 昭弘 （宿３丁目）

４ 藤田 繁美 （才の上） 松石 英次 （不動寺）

５ 平野 勉 （永田１） 井上 定男 （古寺）

６ 梁井 正義 （池ノ坂） 天本 隆行 （白坂上）

７ 平山 康治 （西長野） 鶴田 勝美 （野口）

８ 藤野 秀樹 （明治町） 小西 誠 （高下町１）

９ 西岡 春男 （京町４丁目） 古賀 茂 （京町１丁目）

10 坂本 弘 （きやま台５丁目） 武富 弘之 （きやま台２丁目）

11 山中 庸男 （北高島５丁目） 古賀 芳博 （南高島２丁目）

12 鈴木 貴一朗 （玉虫 11 丁目） 平川 孝幸 （玉虫９丁目）

13 神﨑 重和 （北本桜４丁目） 中島 隆生 （本桜３）

14 尾石 清孝 （けやき台 1 丁目） 近藤 勝 （けやき台 1 丁目）

15 行天 強 （けやき台 2 丁目） 藤丸 源治 （けやき台 2 丁目）

16 埜口 益美 （けやき台 3 丁目） 松本 精二 （けやき台 3 丁目）

17 真島 一英 （けやき台 4 丁目） 田中 純一 （けやき台 4 丁目）

７区
平山　康治

８区
藤野　秀樹

９区
西岡　春男

10 区
坂本　弘

11 区
山中　庸男

12 区
鈴木　貴一朗
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安全な町づくり推進協議会委員の紹介
防犯啓発・子どもたちの見守り等の活動

住民課　くらしの安心・安全係　☎８５－８１７１

　４月から２年間の任期で 18 名の方が安全な町づくり推進協議会の委員として町長から委嘱されました。防犯の啓
発や防犯灯・危険個所の点検、防犯パトロール、路上違反屋外広告物撤去、子どもたちの見守り等を行っていただ
いています。安心で安全な町づくりのために活動していただきます。（敬称略）

1 区
田中　康博

２区
古賀　辰次

３区
上澤　三夫

４区
盛本　稔

５区
井上　久史

６区
天本　俊昭

７区
吉浦　茂樹

８区
天野　徹

９区
永尾　浩一

10 区
山津　孝則

11 区
秀島　昌慎

12 区
望月　瀞

13 区
中島　隆生

14 区
堤　源吾

15 区
川野　幸生

16 区
米原　昭善

17 区
中山　忠行

交番所長
香月　拓郎
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アピアランスケアに対して補助金を交付します
問健康増進課　健康増進係　☎９２－２０４５

▽補助額
　補正用具の購入に要した経費の合計額の２分の１の額（1,000 円未満の端数があるときは、その端数を切り
　捨てた額）※最大補助額：同一年度において２万円を上限とする。
▽助成対象者
①がんと診断され、次に挙げる治療を行った、又は行っている方
　Ａ：副作用による脱毛が生じる抗がん剤を使用する治療
　Ｂ：手術により乳房を切除する治療
②町内に居住し、かつ、基山町住民基本台帳に登録されている方
③町税等の滞納がない世帯である方
④他の法令等に基づき、本要綱と同様の補助金を受給していない方
⑤基山町暴力団排除条例（平成 24 年条例第１号）第２条第４号に規定する暴力団等に該当しない方

　がんの治療に伴う外見上の変化を補うための補正用具を購入されたがん患者の方に対し、購入に要した費用
の一部を町が補助いたします。申請される方は基山町保健センター窓口又は、お電話でお問い合わせください。

補正用具 補助対象

医療用ウィッグ
医療用ウィッグ本体（医療用ウィッグ装着時に皮膚を保護するためのネットを含む）。
ただし、本体価格に含まれない附属品や医療用ウィッグのケア用品は対象としない。

乳房補正具
補正パッド又は人工乳房（これらを固定する下着を含む）。ただし、本体価格に含まれ
ない附属品やケア用品は対象としない。

骨髄又は末梢血幹細胞を提供された方へ助成金を交付します
問健康増進課　健康増進係　☎９２－２０４５

　公益財団法人骨髄移植推進財団が実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末梢血幹細胞を提供した方 (ド
ナー ) に対して助成金を交付いたします。申請される方は基山町保健センター窓口又は、お電話でお問い合わせ
ください。

▽助成額
　２万円 / 日（骨髄等の提供のための通院、入院等に要した日数）※最大助成額：14 万円 / 件
▽助成対象となる通院等
　①健康診断に係る通院
　②自己血貯血に係る通院
　③骨髄・末梢血幹細胞の採取に係る入院
　④その他骨髄・末梢血幹細胞の提供に関し、財団が必要と認める通院、入院及び面談等
※ただし、骨髄・末梢血幹細胞の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害による通院及び

入院は除きます。
▽助成対象者
　①骨髄等提供を行った方
　②町内に居住し、かつ、基山町住民基本台帳に登録されている方
　③町税等の滞納がない世帯である方
　④基山町暴力団排除条例（平成 24 年条例第１号）第２条第４号に規定する暴力団等に該当しない方




